
 

- 1 - 

 

   
 

『小樽市中小企業振興基本条例』について 
 
本市では、１８名の委員からなる「検討委員会」での議論や、原案のパブリックコメントなどを経て、
中小企業の振興に関する基本理念や関係者の役割などを示した「小樽市中小企業振興基本条例」を制
定し、平成 30 年 7 月 3 日から施行しました。 
 

１ 条例制定の考え方 

小樽では、約 5,600 の事業所に約 5 万人の方が働いており、その事業所のほとんどが中小企業です。

中小企業は、本市の経済と雇用を支えていますが、情報化の進展や経済活動のグローバル化、産業構

造の変化、価値観の変化、本市での人口と中小企業の減少など、中小企業を取り巻く環境が大きく変

化しており、その経営環境は厳しさを増しています。 

 

中小企業の成長発展は、地域経済の活性化を通じたまちづくりにつながり、市民生活の向上に寄与す

る好循環が生まれることから、中小企業の振興が、小樽の発展に欠かせないという認識を皆が共有し、

地域社会全体で中小企業を応援し、支えていくことが必要です。 

このため、中小企業の振興に関する基本理念や、関係者の役割を明らかにし、多様な中小企業の集積

や観光などの本市の産業構造と地域特性を生かしながら、活力ある中小企業の振興を図ることにより、

小樽を豊かで暮らしやすいまちとするため、条例を制定いたしました。 

 
 

 

 

 
 

※中小企業とは …中小企業基本法第２条第１項に規定するものをいい、個人の商店や飲食店など 

小規模企業者も含まれます。 

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

 
 
２ 条例制定までの取組について 

(1)条例制定への「要望書」の提出（平成 28 年 3 月 31 日） 

○(一社)北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部、小樽商工会議所 連名 

 

(2)「(仮称)小樽市中小企業振興基本条例」制定準備会の設置（平成 28年 12 月 22 日） 

○設置目的：条例制定に向け、会議の設置や条例の構成、スケジュールなどを検討 

○会の構成：(一社)北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部、小樽商工会議所、小樽市 

○設置期間：平成 28 年 12 月から平成 29 年 5 月まで（全５回開催） 

 

(3)「(仮称)小樽市中小企業振興基本条例」検討委員会の設置（平成 29年 8 月 23 日） 

○設置目的：「制定準備会」における検討内容を踏まえ、各界有識者等からの意見を聴くとともに

その内容を協議し、専門的知識や意見を条例の制定に反映させることを目的とする 

○委員構成：学識経験者(2 名)、経済団体関係者(4 名)、中小企業関係者(6 名)、 

金融機関関係者(3 名)、労働団体関係者(1 名)、公募市民(2 名) の 18 名で構成 

○議事録等：小樽市ホームページに掲載 

 

 
豊かで暮らしやすいまちの実現 

本市経済の発展及び市民生活の向上 中小企業の成長・発展 

第１回振興会議 

資料１ 
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(4)検討委員会の開催経過等について 
 

時 期 検討委員会 主 な 内 容 

H29. 8.23 第１回 ○委嘱状手交、講演 ○経過及び検討委員会スケジュールについて など 

H29. 9.28 第２回 ○検討委員会の進め方について ○各条文(たたき台)について 

H29.10.30 第３回 ○前回意見について ○各条文(たたき台)について 

H29.11.29 第４回 ○前回意見について ○前文、各条文(たたき台)について 

H30. 1.23 第５回 ○委員意見を反映した前文と条文について 

平成30年3月  H30年第１回定例会 条例素案を報告 

H30. 3.14 第６回 ○条例素案について 

平成30年4月  条例原案パブリックコメント 

H30. 5. 9 第７回 ○条例案について 

平成30年6月  H30年第２回定例会 条例案提出 

H30. 7. 3  条例施行 

 
 

３ 中小企業振興基本条例とは 
本条例は、中小企業の振興に関する基本的な事項を定めた理念条例ですが、中小企業が本市経済

の活性化や雇用の担い手として地域に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の健全な発展を推進す

るため、中小企業の振興に関する基本理念や、市や中小企業者など中小企業の振興に関する各主体

の役割、施策の基本となる事項などを定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって本市

経済の発展と市民生活の向上に寄与することを目的に制定するものであり、地域全体で中小企業振

興に取り組むための基盤となりうるものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●中小企業振興に関係する各主体の協働など、基本理念を規定 
  …中小企業振興の考え方として、４つの基本理念を定めています。 

 

●中小企業者等の努力、市の責務、市民の理解と協力のほか、経済団体、金融機関、
大学等、大企業者の役割を規定 
 …中小企業の積極的な取組を期待するとともに、関係者が互いに連携・協力することで中

小企業振興の推進を図ります。 

 

●連携の促進をはじめとする施策の基本方針を規定 
  …基本方針に基づき、中小企業振興会議での意見などを基に施策を講じるものとします。 

 

●小規模企業者への配慮を規定 
 
●中小企業振興施策等の調査審議を行う中小企業振興会議の設置を規定 
  …条例に規定する「施策の基本方針」などを具体化するための会議であり、委員の知見な

どに基づく調査審議により、中小企業の振興に資することを目的としています。 

学識経験者、中小企業の振興に関係する方、市民などで構成され、幅広いご意見・ご提

言を施策に反映するため市長の附属機関として設置するもので、地域が一体となって中

小企業振興の推進に向け取り組みます。 

 



 

小樽市中小企業振興基本条例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中小企業の重要性と条例の必要性 

 
中小企業の健全な発展を推進するため、基本理念や、中小企業振興に関係
する各主体の役割などを明らかにするとともに、施策を総合的に推進し、
本市経済の発展や市民生活の向上に寄与する。 

 
・中小企業振興に関係する各主体が協働すること。 
・中小企業者等の自らの創意工夫や努力と、多様性を尊重すること。 
・本市の産業構造や地域特性を踏まえて、地域の潜在力を生かすこと。 
・経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。 

市民の理解と協力 
・中小企業者等が行う
事業や社会貢献への
関心 

・商品の購入やサービ
スの利用 

大企業者の役割 
・中小企業者等との 
連携、協力 

・商品の購入や 
サービスの利用 

・中小企業振興施策 
への協力 

経済団体の役割 
・中小企業者等への 
指導、支援 

・中小企業振興施策 
への協力 

・中小企業者等相互 
や関係機関等との 
連携促進 

金融機関の役割 
・円滑な資金調達や 
経営の革新、成長を 
支援 

・中小企業振興施策 
への協力 

大学等の役割 
・地域の人材育成や 
研究成果の普及 

・中小企業振興施策 
への協力 

市の責務 
・中小企業振興施策の 
総合的な策定、実施 

・中小企業者等の実態 
把握と意見の反映 

・関係機関との連携 

中小企業者等の努力 
・経営の革新、経営基盤の強化や、 
事業承継の自主的な取組 

・関係機関との連携 
・中小企業振興施策への協力 
・雇用環境の整備や雇用の維持、創出 
・大学等との協力による人材の育成 
・豊かで暮らしやすい地域社会への貢献 

施策の基本方針 
１中小企業者等と関係機関との連携、中小企業者等相互の連携を促進 
２人材の育成、確保や資金供給の円滑化を図り、経営基盤の強化を促進 
３経営の革新や創業の促進を図り、創造的な事業活動を促進 
４経営の安定や事業承継の円滑化等を図り、経済的社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進 
５技術開発や独創的な技術等を利用した事業活動を促進 
６後志地域等との連携による地域資源の利用と地場産品の販路拡大を促進 
７労働環境や勤労者福祉の向上を支援 
８児童、生徒の勤労観や職業観を育成 

財政上の措置 
・中小企業振興施策を推進する
ための財政上の措置 

市からの受注機会の増大 
・工事発注や物品調達等の 
受注機会の増大 

小規模企業者への配慮 
・中小企業振興施策を講ずる
際の小規模企業者への配慮 

 
・設置 ・所掌事務 ・組織 ・任期 ・会長、副会長 ・会議 ・庶務 ・運営事項 

前 文 

目 的 

基本理念 

各主体の役割等 

施策の基本方針等 

中小企業振興会議…中小企業振興施策等の調査審議 



1/8 

○小樽市中小企業振興基本条例 

平成３０年７月３日 

条例第２５号 

小樽は、天然の良港である小樽港を中心に運河や鉄道などが整備されるとと

もに、まちには商業、工業、物流、金融などの産業が集積し、北海道の発展に

おける先駆的な役割を果たしてきました。 

商工港湾都市として発展した本市には多くの職人が集まり、創意工夫を重ね

たその技術は現在も受け継がれ、水産加工品や機械・金属製品、硝子工芸など

地場産業の基盤を支えています。また、産業の発展に伴い建築され、今も残る

多くの歴史的建造物は情緒あるまちなみを形成し、国内外の多くの方をひきつ

ける魅力的な観光都市として知られるまちとなっています。 

小樽は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が成長

発展することは、働く人の収入増加や消費の活性化、雇用の確保、拡大へとつ

ながることから、中小企業は地域経済の極めて重要な担い手となっています。

そして、中小企業の成長発展は、地域経済の活性化を通じたまちづくりにつな

がり、市民生活の向上に寄与する好循環が生まれます。 

しかしながら、情報化の進展、経済活動のグローバル化、産業構造の変化、

価値観の変化や本市での人口と中小企業の著しい減少など、中小企業を取り巻

く環境が大きく変化しており、その経営環境は厳しさを増しています。 

こうした状況の中で、中小企業の活力ある成長発展のためには、その多様性

や地域の強みを生かしつつ、自らの創意工夫と努力の下、新たな価値を生みだ

すとともに、中小企業自らが地域経済の重要な担い手であることを自覚し、変

化する経営環境に果敢に挑戦していくことが求められています。また、未来を

担う中小企業の振興が、小樽の発展に欠かせないという認識を皆が共有し、全

市を挙げて中小企業を応援し、支えていくことが必要です。 
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そこで、行政や中小企業、市民などの役割や関係を明らかにし、多様な中小

企業の集積や観光などの本市の産業構造と地域特性を生かしながら、活力ある

中小企業の振興を図ることにより、小樽を豊かで暮らしやすいまちとするため、

ここに、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業が本市経済の活性化及び雇用確保の担い手とし

て地域に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の健全な発展を推進するため、

中小企業の振興に関する基本理念を定め、市、中小企業者、市民などの役割

を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策（以下「中小企業振

興施策」という。）の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合

的に推進し、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本

法」という。）第２条第１項に規定する中小企業者であって、市内に事務

所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有するものをいう。 

(2) 中小企業団体 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条

第１項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに中小企

業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１号に規定する事

業協同組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体であって、

市内で活動するものをいう。 

(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。 

(4) 大企業者 中小企業者以外の会社及び個人であって、事業を営むものを
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いう。 

(5) 経済団体 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）第２条第１項に

規定する商工会議所その他地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。 

(6) 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学、

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第３項に規

定する公共職業能力開発施設及び研究機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければ

ならない。 

(1) 市、中小企業者等、大企業者、経済団体、金融機関、大学等及び市民が

協働すること。 

(2) 中小企業者等の自らの創意工夫及び努力並びに中小企業者等が持つ多

様性を尊重すること。 

(3) 本市の産業構造及び地域特性を踏まえて、地域の潜在力を生かすこと。 

(4) 経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的

に策定し、及び実施するよう努めなければならない。この場合において、市

は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小企業者等の意見を

適切に反映するよう努めなければならない。 

２ 市は、中小企業振興施策の実施に当たっては、中小企業者等及び国、北海

道その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。 

（中小企業者等の努力） 

第５条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化への適応のため、経営の革

新（基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。）、経営
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基盤の強化及び事業承継に自主的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 中小企業者等は、地域の関係者及び関係機関との連携に努めるとともに、

市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。 

３ 中小企業者等は、雇用環境の整備並びに雇用の維持及び創出に努めるとと

もに、大学等との協力により、事業活動に必要な人材の育成に努めるものと

する。 

４ 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、

地域社会との調和を図り、豊かで暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよ

う努めるものとする。 

（大企業者の役割） 

第６条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員

としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携及び協力並

びに中小企業者等の商品の購入又はサービスの利用を促進し、地域経済の安

定に配慮するよう努めるものとする。 

２ 大企業者は、中小企業の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上に果た

す役割の重要性を理解し、市及び関係機関が実施する中小企業振興施策に協

力するよう努めるものとする。 

（経済団体の役割） 

第７条 経済団体は、中小企業者等の経営の改善及び成長発展に向け、指導及

び支援するよう努めるものとする。 

２ 経済団体は、市及び関係機関が実施する中小企業振興施策に協力するよう

努めるものとする。 

３ 経済団体は、中小企業者の組織化並びに中小企業者等の相互の連携及び関

係機関との連携を促進するよう努めるものとする。 

（金融機関の役割） 
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第８条 金融機関は、中小企業者等の円滑な資金調達、経営の革新及び成長を

積極的に支援することにより、中小企業の振興に寄与するよう努めるものと

する。 

２ 金融機関は、中小企業の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上に果た

す役割の重要性を理解し、市及び関係機関が実施する中小企業振興施策に協

力するよう努めるものとする。 

（大学等の役割） 

第９条 大学等は、地域の人材の育成及び研究成果の普及が中小企業の振興に

資するものであることを理解し、市及び関係機関が実施する中小企業振興施

策に協力するよう努めるものとする。 

（市民の理解と協力） 

第１０条 市民は、中小企業の振興が地域経済の振興及び市民生活の向上にお

いて果たす役割の重要性を理解し、中小企業者等が行う事業及び社会貢献に

関心を持つとともに、その商品の購入又はサービスの利用などにより、中小

企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。 

（施策の基本方針） 

第１１条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業振興施策を講ずるも

のとする。 

(1) 中小企業者等及び関係機関との連携並びに中小企業者等相互の連携の

促進を図ること。 

(2) 中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給

の円滑化を図ることにより、中小企業者等の経営基盤の強化を促進するこ

と。 

(3) 中小企業者等の経営の革新及び創業の促進を図ることにより、創造的な

事業活動を促進すること。 
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(4) 中小企業者等の経営の安定、事業承継の円滑化等を図ることにより、中

小企業者等の経済的社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進するこ

と。 

(5) 中小企業者等の技術開発、独創的な技術等を利用した事業活動の促進を

図ること。 

(6) 後志地域等との連携により地域の特色ある資源の利用促進を図るとと

もに、地場産品の販路拡大を促進すること。 

(7) 中小企業者等における労働環境及び勤労者福祉の向上を支援すること。 

(8) 中小企業者等と連携を図りながら、児童及び生徒の勤労観及び職業観の

育成に努めること。 

（財政上の措置） 

第１２条 市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（市からの受注機会の増大） 

第１３条 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達（以下「工事の発注等」

という。）に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の

受注機会の増大に努めるものとする。 

２ 市から工事の発注等を受けた者が、それらの一部について更に工事の発注

等を行う場合には、中小企業者等を活用するよう努めるものとする。 

（小規模企業者への配慮） 

第１４条 市は、中小企業振興施策を講ずるに当たっては、経営資源の確保が

特に困難であることが多い小規模企業者（基本法第２条第５項に規定する小

規模企業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。）の事情に配慮

するよう努めるものとする。 

（中小企業振興会議の設置） 
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第１５条 中小企業の振興に資するため、市長の附属機関として、小樽市中小

企業振興会議（以下「振興会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第１６条 振興会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 市長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を

述べること。 

(2) 自ら中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び市長に対し

て意見を述べること。 

（組織） 

第１７条 振興会議は、２０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者、中小企業の振興に関係のある者、公募による者その

他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

（任期） 

第１８条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第１９条 振興会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定め

る。 

２ 会長は振興会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第２０条 振興会議の会議（以下単に「会議」という。）は、会長が招集する。

ただし、委員の任期満了後における最初の会議は、市長が招集する。 
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２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員（会長である委員を除く。）の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第２１条 振興会議の庶務は、産業港湾部において行う。 

（運営事項） 

第２２条 第１５条から前条までに定めるもののほか、振興会議の運営に関し

必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。 

（委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第２０条第１項本文の

規定にかかわらず、市長が招集する。 
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